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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回　　　　　　　　次
第60期

第１四半期連結
累計期間

第61期
第１四半期連結
累計期間

第60期

会　　計　　期　　間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高 （百万円） 6,201 5,434 30,799

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 78 △206 2,162

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
（百万円） 6 △145 1,219

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 169 105 1,947

純資産額 （百万円） 28,917 30,375 30,455

総資産額 （百万円） 37,694 38,911 39,724

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）

　（円） 0.28 △6.26 52.43

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額

　

（円）
－ － －

自己資本比率 （％） 76.2 77.5 76.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．前第１四半期連結累計期間および前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株

当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。なお、主要な関係会社については、当社の子会社であるESPEC (CHINA) LIMITEDが、同社の子会社となる愛斯佩克試

験儀器（広東）有限公司を設立いたしました。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、米国を中心とする海外経済の持ち直しや円安の進行に伴う輸出環境の

好転などにより景況感の改善が見られましたが、景気回復のペースは緩やかなものとなりました。

当社の主要顧客におきましては、自動車関連メーカーでは積極的な投資が継続しましたが、その他のメーカーでは

投資に慎重な姿勢が根強く、本格的な投資回復は見られませんでした。

こうした中、当社は、グリーンテクノロジー市場において取り組み範囲を拡大するとともに、設備投資が比較的堅調

な恒温恒湿室ビルドインチャンバーやカスタム製品などの受注獲得に注力してまいりました。また、海外市場では、中

国・アジアや米国において営業活動を強化してまいりました。

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の経営成績につきましては、前年同四半期連結累計期間比で受注高は

0.7％減少し7,757百万円、売上高は12.4％減少し5,434百万円となりました。利益面につきましては、売上高の減少や

原価率の悪化などにより、309百万円の営業損失、145百万円の四半期純損失となりました。

 
前第１四半期連結累計期間
（第60期）（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（第61期）（百万円）

増減率（％）

受注高 7,808 7,757 △0.7

売上高 6,201 5,434 △12.4

営業利益又は営業損失（△） 75 △309 －

経常利益又は経常損失（△） 78 △206 －

四半期純利益又は

四半期純損失（△）
6 △145 －

　

　セグメント別の業績

　　当第１四半期連結累計期間のセグメント別業績

　
受注高

（百万円）　

売上高

（百万円）　

営業利益又は

営業損失（△）

（百万円）　

装置事業 6,305 4,167 △307

サービス事業 1,238 1,036 30

その他事業 251 261 △33

連結消去 △38 △30 0

計 7,757 5,434 △309
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＜装置事業＞

　環境試験器につきましては、国内市場では、本格的な投資回復が見られず、恒温恒湿器プラチナスJシリーズや冷熱衝

撃装置TSAシリーズなどの汎用性の高い製品の売上高が前年同四半期連結累計期間比で減少しました。恒温恒湿室ビ

ルドインチャンバーにおいては、前期に引き続き受注獲得に注力し、前年同四半期連結累計期間比で受注高・売上高

ともに増加しました。海外市場におきましては、欧米では前年同四半期連結累計期間比で売上高が増加しましたが、中

国経済の成長鈍化による投資抑制の影響を受け、中国の売上高は前年同四半期連結累計期間比で減少しました。こう

した結果、環境試験器全体では、受注高・売上高ともに前年同四半期連結累計期間比で減少しました。

　エナジーデバイス装置につきましては、二次電池やパワー半導体などの分野に向けて営業活動を強化してまいりま

したが、投資の踊り場が継続し、受注高・売上高ともに前年同四半期連結累計期間比で減少しました。

　半導体関連装置につきましては、受注高は前年同四半期連結累計期間比で減少したものの、売上高は前期受注残もあ

り大幅に増加しました。

　FPD関連装置につきましては、海外メーカーよりクリーンオーブンを受注し、前年同四半期連結累計期間比で受注高

は大幅に増加しましたが、売上高は減少しました。

　こうした結果、装置事業全体では、前年同四半期連結累計期間比で受注高は前年度並みの6,305百万円となったもの

の、売上高は15.9％減少し4,167百万円となりました。営業利益につきましては、売上高の減少などにより307百万円の

営業損失となりました。

 
前第１四半期連結累計期間
（第60期）（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（第61期）（百万円）

増減率（％）

受注高 6,296 6,305 0.1

売上高 4,955 4,167 △15.9

営業利益又は営業損失（△） 39 △307 －

　
＜サービス事業＞

　アフターサービス・エンジニアリングにつきましては、顧客の経費削減が継続し、前年同四半期連結累計期間比で受

注高・売上高ともに減少しました。

　受託試験・レンタルにつきましては、主力のテストコンサルティングにおいて自動車市場が堅調に推移したことに

より、前年同四半期連結累計期間比で受注高は増加しましたが、売上高は減少しました。

　こうした結果、サービス事業全体では、前年同四半期連結累計期間比で受注高は4.2％減少し1,238百万円、売上高は

8.6％減少し1,036百万円となりました。営業利益につきましては、売上高の減少により前年同四半期連結累計期間比

で66.7％減少の30百万円となりました。

 
前第１四半期連結累計期間
（第60期）（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（第61期）（百万円）

増減率（％）

受注高 1,293 1,238 △4.2

売上高 1,133 1,036 △8.6

営業利益 91 30 △66.7

　
＜その他事業＞

　環境エンジニアリング事業において、森づくりや水辺づくりが好調に推移するとともに、植物工場事業も堅調に推移

しました。こうした結果、その他事業全体では、前年同四半期連結累計期間比で受注高は2.7％減少し251百万円となっ

たものの、売上高は85.9％増加し261百万円となりました。利益面につきましては、前年同四半期連結累計期間比で改

善したものの33百万円の営業損失となりました。

 
前第１四半期連結累計期間
（第60期）（百万円）

当第１四半期連結累計期間
（第61期）（百万円）

増減率（％）

受注高 258 251 △2.7

売上高 140 261 85.9

営業損失（△） △54 △33 －

　
　

※　当社グループにおいては、お客さまの予算執行の関係により、契約上の納期が第２・第４四半期連結会計期間に集

中する傾向が強いため、四半期別の売上高をベースとする当社グループの業績には著しい季節的変動があります。

　

(2) 財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は38,911百万円で、前連結会計年度末と比べ813百万円の減少となりま

した。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少1,409百万円、有価証券の減少500百万円、商品及び製品の増加310百

万円、仕掛品の増加792百万円などによるものであります。また、負債は8,536百万円で前連結会計年度末と比べ732百

万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少506百万円、その他流動負債の減少217百万円な

どによるものであります。純資産は30,375百万円で前連結会計年度末と比べ80百万円の減少となり、その主な要因は

利益剰余金の減少331百万円、為替換算調整勘定の増加203百万円などによるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題、重要な変更はございませ

ん。当期の連結収益目標・基本方針と重点戦略の進捗については、以下のとおりであります。 

 

Ⅰ 中期基本方針

　『グリーンイノベーションを絶好のビジネスチャンスととらえ、“攻めの経営”に徹する！』

　第59期をスタートとする中期経営計画においては、今後ますます加速される「グリーンイノベーション」を絶好の

ビジネスチャンスととらえ、“攻めの経営”に徹することで、プログレッシブな経営を展開していくことを目指して

います。

 

Ⅱ 連結収益目標　

　　　　売上高：320億円　　営業利益：23億円　（営業利益率７％）　

　

Ⅲ 基本方針

　(ⅰ) “よりスピーディ”に、“よりダイナミック”に成長戦略を推進する

　(ⅱ) 国内市場で勝ち残るために“事業範囲の拡大”と“効率化”を図る

　

Ⅳ 主な重点戦略　

　(ⅰ) グリーンテクノロジー市場での取り組み範囲の拡大

二次電池、パワー半導体、太陽電池などに関連する市場を「グリーンテクノロジー市場」と位置付けて取り組んで

おります。特に大きな成長が見込めるエコカー市場において取り組みを強化してまいります。

①カスタム対応力の強化を図り、二次電池からエコカー全体に至るまで試験の対象範囲を拡大してまいります。

②二次電池の信頼性試験に加え、需要が高まる安全性試験の分野にも取り組み範囲を拡大いたします。

③二次電池などエナジーデバイスの信頼性試験・安全性試験に特化した受託試験所を開設し、認知度向上を図ってま

いります。

当第１四半期連結累計期間においては、エコカーに搭載される大容量リチウムイオン電池の信頼性や安全性に関す

る評価装置の受注獲得に努めるとともに、エコカー全体の試験を目的としてカスタム対応力の強化を図ってまいりま

した。しかしながら、投資の踊り場が継続し、販売拡大には至りませんでした。

　また、エコカー開発が活発化している海外市場での認知度向上に向けて、フランスで開催されたAABC Europe 2013

（The Advanced Automotive Battery Conference Europe 2013：車載用電池の国際シンポジウム)に参加し、二次電

池評価技術の発表ならびに展示を行いました。
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 (ⅱ) 複線型製品ラインの実現と東南アジア市場の深耕を目指した中国・アジア戦略のスピードアップ

最重点市場と位置付けている中国・アジアにおいて、戦略のスピードアップを目指してまいります。

①海外の生産拠点における生産品目の拡大や生産会社の設立などを進め、高信頼性、高精度な性能、高い環境性能と

いったハイクオリティで新規ニーズに適合する日本製品と、価格競争力のある海外グループ会社製品による、複線型

製品ラインの確立を目指してまいります。

②日系企業の東南アジア進出をサポートする専門部署「ＡＳＥＡＮサポートデスク」の設置や海外グループ会社と

の連携強化により、輸出拡大につなげてまいります。

当第１四半期連結累計期間においては、欧米では欧州経済の持ち直しや米国経済の回復により好調に推移しました

が、中国・アジアでは、経済成長の鈍化による投資抑制の影響を受け、好調であった前年同四半期連結累計期間比で売

上高は減少しました。

また、専門部署「ＡＳＥＡＮサポートデスク」を新設し、東南アジアに進出されている、または進出を検討されてい

る日系企業のサポート体制を強化しました。　

 

 (ⅲ) 国内市場での事業範囲の拡大と既存事業の効率化

国内における環境試験市場はすでに成熟期を迎え、競争が激化しておりますが、成長戦略を支える収益基盤として

磐石なものにしてまいります。

①グリーンテクノロジー市場、特にニーズが拡大するエコカーの分野において、カスタム対応力を強化してまいりま

す。

②医薬品、化粧品、食品の分野を「ライフ市場」と位置付け、製品開発を進め、事業拡大を図ってまいります。

③製品に搭載されたネットワーク機能を活用した新しいサービスにより、事業範囲を拡大してまいります。

④主要製品のモデルチェンジを推進するとともに、新製品の魅力をさらに向上させ、買い替え促進につなげてまいり

ます。

⑤成長戦略への経営資源のシフトに向けて、販売・サービスにおいて情報システムの活用や代理店各社との連携強化

など徹底的な効率化を図ってまいります。　

当第１四半期連結累計期間においては、省エネ性能に優れた主力製品の買い替え促進活動を強化してまいりました

が、本格的な投資回復は見られず、恒温恒湿器プラチナスJシリーズや冷熱衝撃装置TSAシリーズなどの汎用性の高い

製品の売上高は前年同四半期連結累計期間比で減少しました。また、設備投資が比較的堅調な恒温恒湿室ビルドイン

チャンバーやカスタム製品などの受注獲得に注力し、恒温恒湿室ビルドインチャンバーについては受注高・売上高と

もに前年同四半期連結累計期間比で増加しました。

「ライフ市場」においては、医薬品や化粧品、食品などの研究開発に使用される安定性試験器や、安定性試験に用い

る設備が定められた機能や品質基準を満たしているかを検証し、保証するバリデーションサービスの営業力強化に努

めてまいりました。

　

　なお、当社は「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、以下の内容を決議しております。

①基本方針の概要

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支

えるステークホルダー（利害関係者）との信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同

の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。

　また、当社は、当社株式の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に資するも

のであればこれを否定するものではありません。しかしながら、事前に取締役会の賛同を得ずに行われる株式の大量

買付けの中には、対象会社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定

されます。

　当社は、このような当社の企業価値や株主のみなさまの共同の利益に資さない大量買付けを行う者が、当社の財務お

よび事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当

な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を確保する必要があると考えて

おります。

　

②基本方針の実現に資する取組みの概要

(ⅰ)企業価値の源泉

　当社は＜「環境創造技術をかなめに展開するサービス」による「より確かな生環境の提供」＞をミッションと

し、自らの手で次代を切り開く「プログレッシブ（進取的）」な精神のもと、いち早く環境試験の必要性を認識し、

昭和36年に国内初となる環境試験器を開発するなど積極的に事業を展開してまいりました。
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　当社の企業価値の源泉は、独自の企業文化と当社成長を支える優秀な社員、国内外のお客さま・お取引先と構築し

た信頼関係をベースとして長年培ってきた高い技術・ノウハウや、世界に拡がる生産・販売・サービスネットワー

ク、国際レベルの品質保証体制であり、それらにより「エスペック」ブランドは全世界のお客さまから高い信頼を

得て、確固たる地位を確立しております。

　また、当社のコアコンピタンスである「環境創造技術」をベースに、エナジーデバイス装置や植物工場などの新た

な市場へと事業を展開し、安定的かつ持続的な企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益の確保・向上に向け

て、積極的に企業活動を推進しております。

 

(ⅱ)企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み

　当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みとして、中期経営計画および年度経営計画

を策定するとともに、各計画の重点施策を定めております。今後も当社は、中長期的な視点に立ちながら、これらの

戦略の実現に努めていくことで、さらなる成長、拡大を実現し、株主のみなさまのご期待にお応えしてまいります。

　また、当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題と認識するとともに、永続的な企業価値の向上が株

主のみなさまの共同の利益の確保・向上の基本であると考えており、配当金につきましては、各年度の連結業績を

重視し配当性向と継続性を勘案して決定し、内部留保金につきましては、将来の利益の源泉となる新製品開発や事

業戦略への投資に活用することを基本方針としております。　

 

(ⅲ)コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化

　当社は、監査役会設置会社であり、監査役は毎月開催される取締役会および主要会議に必ず出席し、協議・決定さ

れた事項に対して適正な監査を行っております。また、取締役の任期は１年とし、経営責任の明確化を図っておりま

す。

　取締役は、社外取締役１名を含む７名、監査役につきましては、社外監査役２名を含む４名で構成し、さらなる業務

運営の客観性と適正性および透明性の確保に努めております。また、意思決定および業務執行が、法令・定款・社内

規定を遵守し適正に行われるために必要な体制・制度を整備し、その運営状況のチェックと自浄機能が作用される

社内システムの維持・構築を、内部統制に関する基本理念としております。　

　

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み

　当社は基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取

組みとして「当社株式の大量買付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）を導入しております。

　本プランでは、当社株式に対し20％以上の大量買付行為（あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。ま

た、市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問わないものとします。）を行おうとする者（以下「大量買付

者」といいます。）が大量買付行為実施前に遵守すべき、大量買付行為に関する合理的なルール（以下「大量買付

ルール」といいます。）を定めております。大量買付ルールは、当社株主のみなさまが大量買付行為を受け入れるか否

かの判断のために必要十分な情報と大量買付者との交渉に基づく当社取締役会の評価、意見、代替案の提案を受ける

機会等の提供ならびにこれらの検討のために必要十分な時間を保証することを目的としております。当社取締役会

は、大量買付者に対し、大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報

の提供完了後、大量買付行為の評価・検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じて大

量買付者との買付条件の交渉、代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大量買付行為は、取締役会の

評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合は、当社取締

役会は、当該大量買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場

合を除き、対抗措置の発動は行いません。ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、遵守した場合

でも大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明らかであると認められる行為

であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した

うえで、対抗措置をとることがあります。

　本プランは、平成23年６月24日開催の当社定時株主総会において株主のみなさまのご承認を賜り、継続しており、そ

の有効期限は当該総会後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までと

なっております。

　

④本プランの合理性

　本プランは、大量買付行為が行われる際に、株主のみなさまが判断し、あるいは取締役会が代替案を提案するために

必要十分な情報や時間を確保するなど、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を確保するための取組

みであり、基本方針に沿うものであります。

　また、（ア）買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること、（イ）株主のみなさまの意

思の重視と速やかな情報開示、（ウ）独立性の高い社外者の判断の重視、（エ）対抗措置発動に際し、合理的な客観的

要件の設定をしていること、（オ）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないことなど、当社
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の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない

と考えております。　

本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.espec.co.jp/corporate/newsrelease/110513/110513.pdf）に掲載しております。

 

　　(4）研究開発活動

　　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、264百万円であります。

　　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年８月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 23,781,394 23,781,394
東京証券取引所

（市場第一部）
１単元の株式数：100株

計 23,781,394 23,781,394 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
　（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

 資本準備金
 残高

（百万円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 23,781,394 － 6,895 － 7,136

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　 521,400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　23,238,200　　　　　232,382 －

単元未満株式 普通株式　　　　21,794 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　　　　　　23,781,394 － －

総株主の議決権 － 　　　　　232,382 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

エスペック株式会社
大阪市北区天神橋３丁目５番６号 521,400－ 521,400　　　　　　2.19

計 － 521,400－ 521,400　　　　　　2.19

　（注）当第１四半期会計期間末日現在の「自己株式数」は、521,499株であります。
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,371 8,951

受取手形及び売掛金 11,264 9,855

有価証券 3,901 3,401

商品及び製品 333 643

仕掛品 926 1,718

原材料及び貯蔵品 1,101 1,208

その他 1,523 1,749

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 28,414 27,521

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,060 3,065

土地 4,406 4,414

その他（純額） 1,063 1,041

有形固定資産合計 8,530 8,521

無形固定資産 217 202

投資その他の資産 ※1
 2,561

※1
 2,666

固定資産合計 11,309 11,390

資産合計 39,724 38,911

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,730 4,224

未払法人税等 203 32

賞与引当金 372 574

役員賞与引当金 3 －

製品保証引当金 239 202

その他 2,142 1,924

流動負債合計 7,692 6,957

固定負債

退職給付引当金 26 28

役員退職慰労引当金 19 19

資産除去債務 51 51

その他 1,479 1,479

固定負債合計 1,576 1,578

負債合計 9,269 8,536
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,895 6,895

資本剰余金 7,172 7,172

利益剰余金 17,619 17,287

自己株式 △360 △360

株主資本合計 31,327 30,995

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 443 475

土地再評価差額金 △742 △742

為替換算調整勘定 △763 △559

その他の包括利益累計額合計 △1,062 △826

少数株主持分 190 205

純資産合計 30,455 30,375

負債純資産合計 39,724 38,911
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 6,201 5,434

売上原価 4,147 3,746

売上総利益 2,054 1,688

販売費及び一般管理費

給料及び手当 545 579

賞与引当金繰入額 58 59

製品保証引当金繰入額 43 25

役員賞与引当金繰入額 0 －

その他 1,331 1,333

販売費及び一般管理費合計 1,978 1,997

営業利益又は営業損失（△） 75 △309

営業外収益

受取利息 6 7

受取配当金 26 34

持分法による投資利益 9 －

為替差益 － 44

その他 11 21

営業外収益合計 54 107

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 46 －

支払手数料 2 2

その他 2 1

営業外費用合計 51 3

経常利益又は経常損失（△） 78 △206

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 54 －

特別損失合計 54 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

24 △205

法人税、住民税及び事業税 7 △58

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

16 △147

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6 △145
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

16 △147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58 32

為替換算調整勘定 182 220

持分法適用会社に対する持分相当額 29 －

その他の包括利益合計 153 253

四半期包括利益 169 105

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 149 90

少数株主に係る四半期包括利益 20 15
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

　　当第１四半期連結会計期間より、愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司を新規設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。

　

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

　前連結会計年度より重要な変更はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計

算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　

（追加情報）

　該当事項はありません。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

投資その他の資産 33百万円 33百万円

 

  ２  受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 19百万円 40百万円

 

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結し

ております。

コミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

コミットメントラインの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 3,000 3,000
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日）

  当社グループにおいては、契約上の納期が第２および第４四半期連結会計期間に集中する傾向があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 115百万円 132百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 302 13平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 186 8 平成25年３月31日平成25年６月26日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

装置事業　　
　　

サービス
事業

その他事業

売上高       

外部顧客への売上高 4,953 1,108 139 6,201 － 6,201
セグメント間の内部売上高又
は振替高

2 24 0 27 △27 －

計 4,955 1,133 140 6,229 △27 6,201

セグメント利益又は

セグメント損失（△）　
39 91 △54 75 △0 75

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

装置事業　　
　　

サービス
事業

その他事業

売上高       

外部顧客への売上高 4,167 1,006 260 5,434 － 5,434
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 30 0 30 △30 －

計 4,167 1,036 261 5,465 △30 5,434

セグメント利益又は

セグメント損失（△）　
△307 30 △33 △309 0 △309

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損

失金額（△）
0円28銭 △6円26銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（百

万円）
6 △145

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失

金額（△）（百万円）
6 △145

普通株式の期中平均株式数（千株） 23,260 23,259

　
　（注）　１．前第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　　　　　２．当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月７日

エスペック株式会社

  取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石黒　訓　　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森村　圭志　　  印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエスペック株式会
社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平
成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エスペック株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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